
 

 
                  
 
 
 
 
  

◆◇◆ 赤い羽根共同募金にご協力お願いします ◆◇◆ 
～１０月１日よりスタートします！～ 

 赤い羽根共同募金運動がみなさまのやさしい心に支えられて、１０月１日から全国一斉に行われます。 

 この募金は、地域ごとの使いみちや集める額を事前に決め、「助成計画」を立てております。 

 また、その助成計画により、１世帯当たりの目安額を６００円に定めて募金をお願いしております。 

 町内会長又は常会長及び班長を通じてお願いに伺いますので、共同募金の趣旨をご理解いただき、毎戸 

の募金にご協力をお願いいたします。                       【担当/原子(恵)】 
 

≪令和元年度 七戸町共同募金実績  ２，７２９，３３６円≫ 

令和元年度は青森県共同募金会からの配分金合計 ２，０２０，０００円を、下記のとおり配分いたしました。 
 

各福祉団体への助成金 ４５６，０００円 

ほのぼの交流会助成金 １，１７５，２４３円 

ボランティア推進校助成金 １５２，９０２円 

地域福祉推進費助成金 ２３５，８５５円 
 
 
 
 

◆◇◆ 令和２年７月豪雨災害義援金募集中 ◆◇◆ 
 

 令和２年７月豪雨により、九州、中部、中国及び東北地方の広範囲で、甚大な被害を受けました。コロ 

ナ禍の中、被災地に向けてできる支援のひとつの手段として、災害義援金があります。 

 「被災地のために義援金を送りたい」という方は、下記の中央共同募金会の口座へお振込みいただくか、 

七戸町総合福祉センターゆうずらんど内に募金箱を設置しておりますので、ご利用ください。 

 皆様からお寄せいただいた義援金は、中央共同募金会を通じ被災した山形県、長野県、佐賀県、島根県、 

岐阜県、大分県、鹿児島県、福岡県、熊本県に送金され、被災者へ届けられます。皆様のご支援をよろし 

くお願いいたします。                              【担当/原子(恵)】 
 

 【募 集 期 間】     令和 2 年１２月２８日（月）まで 
 

 【振込先口座】 

義 援 金 名 称 金融機関・支店名 口座種類・番号 口座名義 

令和２年７月 

豪雨災害義援金 

ゆ う ち ょ 銀 行 00140-4-325150 
中央共同募金会 

令和 2年 7月豪雨災害義援金 

三 井 住 友 銀 行 

東 京 公 務 部 
普通 ０１４８４８３ (福)中央共同募金会 

り そ な 銀 行 

東 京 公 務 部 
普通 ０１２６８０７ (福)中央共同募金会 
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令和２年１０月１日発行   №１３９ 

 令和元年台風 19 号災害義援金についても、令和 3 年 3 月 31 日まで募集
しております。義援金の送金をご希望の方は、中央共同募金会の振込先口座
をお知らせしますので、お問い合わせください。なお、七戸町総合福祉セン
ターゆうずらんど内にも、募金箱を設置しております。 

   
(0176)62-6790 へ 

 お気軽にご連絡ください。 

お問合せ 



 

 

 

 

 

 緊急通報装置「福祉安心電話」を設置し、 

ご利用世帯の近隣にお住まいのボランティア 

や関係機関の協力を得ながら、急病や災害等 

の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、また、 

日常的な見守り・支援のネットワークを構築 

するサービスです。        【担当/小 野】 
 

対 象 

世 帯 

●一人暮らし高齢者世帯  

●高齢者夫婦世帯  

●寝たきり高齢者がいる世帯  

●障害者がいる世帯  

 

利用料 
月額 330 円～1,000 円  

※生活保護世帯は無料  
所 得に よ り 設 置費 が か か る場 合 が あり ま す  

 

 
■近隣にお住まいの 

 「福祉安心電話サービス協力員」 

   3 名～5 名の方に、ご協力いただきます。 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

●「ケアマネ」とは「ケアマネージャー」の略語で、 

 介護保険の中では「介護支援専門員」と呼ばれています。 
 

●「何をする人なの？」 

 介護を必要としている方の生活全体のお困りごとを 

一緒に考え、利用できるサービス等につなげて、問題が 

解決できるようにお手伝いする専門員です。 
 

●「どういうことを相談できるの？」 

 例えば、ご家族が病気などで体が不自由になったとき… 

 ○お掃除やご入浴について 

 ○車いす・電動ベッド・ポータブルトイレの利用 

 ○デイサービスに行きたい ○手すりをつけたい 

 ○介護者の介護負担が大変 

 

 

 

 

 
ケ ア マ ネ っ て 何 で す か ？ 

在宅サービス部門からのお知らせ 

 
福 祉 安 心 電 話 サ ー ビ ス 

いざという時のために、日頃からの地域の支え合い 

訪問してお話を伺います 

福祉サービスのご紹介もいたします 

(0176)62-6790 

 

お問合せ・お申込み 

(0176)62-4419【担当:木村】 

 

お問合せ・お申込み 


